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事 業 報 告 
 

令和２年４月１日から 

令和３年３月３１日まで 

 

１．企業集団の現況に関する事項 

  

（１）事業の経過及び成果 

 

① 全般の状況 

 

当連結会計年度における日本の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全体で非

常に厳しい状況が続きました。当社グループにおいても、外出自粛や経済活動の停滞により、

高速道路事業においては交通量及び料金収入が、道路休憩所事業においてはサービスエリア・

パーキングエリア（以下「ＳＡ・ＰＡ」）の売上高が大きく減少しました。 

このような事業環境のなか、当社は、グループ一体経営を推進しつつ、経営方針である「お

客さま第一」、「公正で透明な企業活動」、「終わりなき効率化の追求」、「チャレンジ精神の重

視」及び「ＣＳＲ経営の推進」を常に念頭に置き、お客さまに安全・安心・快適・便利な高速

道路空間を提供すべく、「ＮＥＸＣＯ東日本グループ中期経営計画（平成２９年度～令和２年

度）」における「安全・安心・快適・便利な高速道路サービスの提供」「地域社会への貢献とイ

ンバウンド・環境保全への対応」「社会に貢献する技術開発の推進」「関連事業の収益力強化」

「グループ全体の経営力強化」という５つの基本方針のもと、着実に事業を実施してまいりま

した。 

当連結会計年度の営業収益は１兆１，９４６億９８百万円（前期比５．５％減）、営業費用

は１兆２，００５億９９百万円（前期比４．２％減）、営業損失は５９億１百万円（前期は１

００億７百万円の営業利益）、経常損失は２５億３３百万円（前期は１３７億５２百万円の経

常利益）となり、親会社株主に帰属する当期純損失は９７億５１百万円（前期は９９億７２百

万円の当期純利益）となりました。 

 

② 部門別の状況  

 

Ⅰ 高速道路事業 

 

高速道路事業においては、安全で快適な走行環境を確保するため、道路機能の向上、清掃や

点検、道路の補修等の管理を適正かつ効率的に行うとともに、高速道路ネットワークの早期整

備に向け高速道路の新設及び改築に取り組んでまいりました。 

当連結会計年度末現在で管理延長は計４４道路３，９４３㎞となっております。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大時においても、様々な感染防止対策を講じながら、安
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全・安心を確保しつつ、２４時間３６５日絶えず高速道路サービスの提供に努めました。サー

ビスの水準維持のため、作業に優先順位を設定して対応したほか、作業員詰所等の分離、テレ

ビ会議の活用等により接触機会削減に努めるとともに、衛生対策の推進、感染者発生時の代替

要員の確保等を実施しました。実際に料金収受員が感染した横浜新道 川上料金所及び横浜横

須賀道路 港南台料金所においては、同収受員に欠員が生じましたが、令和２年４月３日から

同年４月１３日の間に限りＥＴＣ車に限定する運用として事業を継続しました。このほか、令

和２年４月２９日から同年６月１４日の土日祝日において、国土交通省からの依頼に基づき休

日割引の適用を除外し、ＥＴＣ周遊割引「ドラ割」の販売を一時停止する等して感染拡大防止

を図りました。 

近年頻発・激甚化している自然災害に的確に対応し、「命の道」として、災害救助や被災地

域の復興支援のために交通路を確保することは当社グループの大きな使命です。 

令和２年１２月に関越自動車道において短期間の集中的な降雪によって大型車両が立ち往生

したことを契機に、２日以上にわたり最大で約２，１００台の車両滞留が発生した際は、食料

等救援物資の配布による人命最優先の対応を実施したほか、外部機関の応援も得て大規模な除

雪を実施する等当該事象の解消に努めました。当該事象を踏まえ、「人命を最優先に、幹線道

路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避すること」を基本的な考え方として、タイムライン

（段階的な行動計画）に基づく関係機関と連携した躊躇のない通行止めの実施や、通行止め予

測の公表等も含めた出控えなどの行動変容を促す呼びかけの繰り返しといった広報の強化など

の取組みを実施することとしております。令和３年１月１９日に東北自動車道（大衡インター

チェンジ（以下「ＩＣ」）～築館ＩＣ）において突発的に発生した地吹雪により、関係車両１

５１台（うち事故車９８台）の多重事故が発生しました。２６台のレッカー車を配備し事故発

生から約８時間で事故車両等の退出が完了しました。その間、滞留されているお客さまに対し

ては、定期的な情報提供、食料等の救援物資の配布、トイレカーや大型バスによる休憩所の提

供、一時避難所（宿泊施設）の手配などを行いました。今後は天候等の状況把握や交通規制を

一層適切に実施するとともに、これまで実施してきた情報提供や防雪柵設置などの対策を更に

強化してまいります。 

令和３年２月１３日に福島県沖を震源とする震度６強の地震が発生しましたが、速やかな点

検・補修により東北自動車道は約１１時間後に通行止めを解除しました。また常磐自動車道で

大規模なのり面崩落が発生しましたが、速やかな応援体制構築により昼夜連続で復旧作業を行

い、発災から約１９時間後に緊急車両の通行路を確保し、約９１時間後に応急復旧を完了して

通行止めを解除しました。引き続き本復旧工事を進めてまいります。 

防災・減災の強化としては、平成２８年４月に発生した熊本地震によりロッキング橋脚を有

する高速道路跨道橋１橋が落橋したことを受け、橋梁の落橋・倒壊を防止する対策を実施し、

全７１橋の対策を概ね完了しました。 

安全・安心を次の世代へ引き継ぐため、インフラ老朽化への対策として実施する大規模更

新・修繕事業（高速道路リニューアルプロジェクト）については、平成２７年度より事業に着

手し、引き続き同事業の推進に向け、必要な各種調査・設計を進めるとともに、新技術の活用

や渋滞等の社会的影響の最小化を図りながら、工事を進めております。 

加えて、道路構造物の劣化に多大な影響を与え、重大な交通事故を惹起するおそれのある車
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両制限令違反車両の排除のため、車両重量自動計測装置の整備推進等取締を強化するととも

に、当該違反車両に対する大口・多頻度割引停止等措置を講じました。 

さらに、高速道路の長期的な「安全・安心」の確保に向け、ＩＣＴやロボティクス等最新技

術を活用した次世代インフラ総合マネジメントシステム「スマートメンテナンスハイウェイ

（ＳＭＨ）構想」については、令和２年６月より第１期として技術開発から全社的な運用の段

階へ移行しました。点検データの統計・分析にビジネスインテリジェンスツールを活用するこ

とで、保全計画検討における意思決定プロセスの標準化及び生産性の向上を目指す取組みをは

じめとする、各種ＳＭＨ開発ツールの定着及び深化を図るとともに、適用領域拡大を進めてま

いります。 

円滑な交通の確保に向けては、交通容量の増加による渋滞緩和、交通の定時制・安全性の向

上を目指し進めてきた京葉道路の付加車線の設置を完了させ、令和２年８月に運用を開始しま

した。引き続き、渋滞箇所で渋滞要因の検証を進め、付加車線設置等によるハード対策のほ

か、ペースメーカーライト等によるソフト対策も含め、更なる渋滞軽減に努めてまいります。 

交通事故削減に向けては、高速道路での逆走事故ゼロを目指し、統一的な逆走防止のハード

対策を進めたほか、ソフト対策を継続的に実施するとともに、企業等から公募した逆走検知や

抑制に係る技術の中で有効なものを活用しながら更なる安全対策を図ってまいります。加え

て、対面通行区間における突破・正面衝突事故の防止対策として試行検証を行ってきたワイヤ

ロープについては、土工部・中小橋を中心に順次展開を図るとともに、トンネル・長大橋につ

いては公募による選定技術の検証を進めてまいります。 

高速道路の利便性向上のため、ＥＴＣを活用した時間帯割引、ＥＴＣマイレージサービスを

継続実施し、地域の観光振興を目的としたＥＴＣ周遊割引「ドラ割」では、「ググっとぐんま

フリーパス」において、実施期間を前年より２か月延長し令和２年１１月末まで実施すること

で、紅葉シーズンの利用を望むお客さまニーズに応えました。また、Ｇｏ Ｔｏ トラベル事業

の対象となる宿泊セット型の企画割引を販売し、新型コロナウイルス感染症の影響により厳し

い環境下におかれた各地の観光振興に寄与しました。このほか、福島第一原子力発電所事故に

より警戒区域等から避難されている方を対象として平成２３年６月から国の施策に基づき開始

した高速道路の無料措置を当連結会計期間においても継続するとともに、福島第一原子力発電

所事故による母子避難者等を対象とした高速道路の無料措置についても継続しました。 

令和２年９月２５日に発表された社会資本整備審議会国土幹線道路部会の「『持続可能な国

土幹線道路システムの構築に向けた取組』中間とりまとめ」において、「導入手順や概成目標

時期を明示したロードマップを策定し、料金所のキャッシュレス化・タッチレス化を計画的に

推進すべきである」と示されたことを踏まえ、ＥＴＣ専用化等に向けたロードマップを策定

し、令和２年１２月１７日、国土交通省と当社を含む高速道路６会社で同時に記者発表しまし

た。今後、一部料金所でＥＴＣ専用化を試行的に開始し、運用状況等を踏まえながら順次拡大

してまいります。また、ＥＴＣ専用化等の導入・拡大にあわせ、車載器助成やＥＴＣパーソナ

ルカードのデポジットの下限の引下げ等によるＥＴＣの利用環境の改善や、誤進入等による非

ＥＴＣ車対策等に取り組んでまいります。 

 

 

3



4 
 

一方、道路建設事業においては、令和２年１０月２３日にスマートインターチェンジ（以下

「スマートＩＣ」）７箇所の整備を追加する高速道路事業の変更について国土交通大臣から許

可（以下「事業許可」）を受けて事業を進めてきたほか、同３年３月３０日には道東自動車道

（トマムＩＣ～十勝清水ＩＣ）、秋田自動車道（北上西ＩＣ～湯田ＩＣ）、仙台北部道路（利府

しらかし台ＩＣ～富谷ジャンクション）、常磐自動車道（相馬ＩＣ～新地ＩＣ）及び磐越自動

車道（会津坂下ＩＣ～西会津ＩＣ、三川ＩＣ～安田ＩＣ）の４車線化事業を追加する事業許可

を受けました。 

当連結会計年度においては、計５道路８５㎞の区間で、開通に向け高速道路の新設事業を実

施しました。 

また、当連結会計年度における４車線化拡幅等事業は、計１１道路２９３kmの区間で実施

し、常磐自動車道（いわき中央ＩＣ～広野ＩＣのうち一部区間、山元ＩＣ～亘理ＩＣ）及び仙

台東部道路（亘理ＩＣ～岩沼ＩＣ）の計２道路４６㎞が４車線となりました。 

なお、東京外かく環状道路（関越～東名）の新設事業では、令和２年１０月に工事現場付近

での地表面陥没が発生し、その後の調査により、地中の空洞を確認しました。この件に関し、

東京外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会が令和３年３月に陥没・空洞の推定メカニズ

ムや再発防止対策等を内容とする報告書をとりまとめたことを受け、今後、実際に発生した損

害について原状回復及び補償することとしております。 

 

当連結会計年度の料金収入等は、新型コロナウイルス感染症の影響で交通量が大きく減少し

たこと等により７，２２３億７０百万円（前期比１６．５％減）となりました。また、上掲の

区間を完成させたこと等に伴い、道路資産完成高４，０５８億１１百万円（前期比２８．４％

増）となりました。これらにより、高速道路事業における営業収益は１兆１，２８１億８２百

万円（前期比４．５％減）となりました。 

一方、日本高速道路保有・債務返済機構（以下「高速道路機構」）との協定に基づく道路資

産賃借料については、４，８０９億３７百万円（前期比２１．３％減）となりました。また、

その他の営業費用については、道路資産完成原価等の増加に伴い、６，４９０億７２百万円

（前期比１５．４％増）となりました。これらにより、高速道路事業における営業費用は１兆

１，３００億１０百万円（前期比３．７％減）となりました。 

この結果、当連結会計年度において、高速道路事業は１８億２７百万円の営業損失（前期は

７６億円の営業利益）となりました。  
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Ⅱ 受託事業 

 

受託事業につきましては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修

繕等で、経済性、効率性等から当社が行う事業と一体として実施することが適当と認められる

工事等について、事業を推進してまいりました。 

 

当連結会計年度の受託事業における営業収益は４３１億７２百万円（前期比０．８％減）、

営業費用は４３２億６百万円（前期比０．９％減）となり、この結果、３３百万円の営業損失

（前期は７０百万円の営業損失）となりました。 

 

Ⅲ 道路休憩所事業 

 

道路休憩所事業につきましては、当社が管理する３２８箇所（うち、当社の商業施設がある

箇所は１９２箇所。）のＳＡ・ＰＡをより魅力ある空間として楽しんでいただけるものとする

ため、当社全額出資の子会社であるネクセリア東日本株式会社、株式会社ネクスコ東日本リテ

イル、株式会社ネクスコ東日本エリアサポートと一体となり、高速道路商業施設運営のスペシ

ャリストとして、業務執行の効率性を追求しながら、お客さまにご満足いただけるエリアづく

りに努めてまいりました。 

  商業施設の運営にあたりましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、商業施設

内の定期的な消毒やお客さま用消毒液の設置、ソーシャルディスタンスの確保に向けた対策な

ど感染防止対策に徹底して取り組んでまいりました。また、緊急事態宣言の発令を踏まえた商

業施設の営業休止及び営業時間の変更を実施するとともに、テイクアウト商品の拡充にも取り

組んでまいりました。 

商業施設の建設につきましては、令和２年９月２９日に東北自動車道 国見ＳＡ（下り線）

を、同年１０月２８日に国見ＳＡ（上り線）を、旅のドラマを演出する「ドラマチックエリ

ア」としてそれぞれリニューアルオープンいたしました。 

 

当連結会計年度の道路休憩所事業における営業収益は、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる店舗売上高の減少等により、２４３億９８百万円（前期比４０．０％減）となりました。 

一方、営業費用は、店舗売上高の減少による売上原価が減少したこと等により、２９１億３

４百万円（前期比２４．２％減）となり、この結果、４７億３５百万円の営業損失（前期は２

２億３百万円の営業利益）となりました。 
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Ⅳ その他の事業 

 

その他の事業につきましては、ホテル事業で地域の観光振興及び活性化を目的として、令和

２年４月２４日、東北自動車道 長者原ＳＡ（上り線）に「Ｅ－ＮＥＸＣＯ ＬＯＤＧＥ 長者

原ＳＡ店」をオープンしたほか、旅行事業では、第二海堡上陸ツアーなどのインフラツーリズ

ムの実施や、Ｇｏ Ｔｏ トラベル事業の対象となる旅行商品の販売を行うなど、事業の拡大に

努めてまいりました。更には、カード事業、日比谷駐車場事業、仙台南及び郡山トラックター

ミナルで実施しているトラックターミナル事業、高速道路の高架下における占用施設活用事業

等を行いました。 

また、新規事業開発につきましては、新たな事業領域への展開、新たな技術や成長分野を踏

まえたサービスの開発・拡充を図るため、ビッグデータやＡＩ等、先端技術の利活用に関する

調査検討を進め、令和２年１０月より東関東自動車道などにおいて、道路交通情報の高度化・

多言語化に対応した次世代ハイウェイラジオアプリ「Ｅ－ハイラジ」の実用化に向けた実証実

験を開始しました。 

国内のコンサルティング事業につきましては、国土交通省が事業促進ＰＰＰ（パブリック・

プライベート・パートナーシップ）として発注した「三陸沿岸道路事業監理業務（気仙沼唐桑

工区）」を平成２４年６月から実施し、当連結会計年度にあっては、当該業務区間のうち令和

３年３月に気仙沼港ＩＣ～唐桑半島ＩＣの７．３kmが開通しました。これにより、当社受注区

間が全線開通し、当連結会計年度末を以て全ての業務を完了しました。 

海外事業の分野では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を大きく受けたものの、

インドでの路面調査業務を本格的に開始すべく、インド現地法人（Ｅ－ＮＥＸＣＯ ＩＮＤＩ

Ａ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ）とともに、ひび割れ、わだち掘れなどを的確に把握でき

る路面性状測定車「Ｅ－ＮＥＸＣＯ Ｅｙｅ」の導入準備を進めました。また、国内の高速道

路事業で蓄積された技術とノウハウを活用し、海外道路事業へのアドバイザリー事業を行いま

した。 

 

当連結会計年度のその他の事業における営業収益は６６億７２百万円（前期比３６．２％

増）、営業費用は６０億１３百万円（前期比２９．０％増）となり、この結果、６億５９百万

円の営業利益（前期は２億３７百万円の営業利益）となりました。 
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（２）対処すべき課題 

 

当社が事業を実施するにあたっては、安全・安心・快適・便利な高速道路のご利用を確保し

つつ、高速道路機構との協定に基づく道路資産賃借料を着実に支払うとともに、高速道路ネッ

トワークの形成を進めていく必要があります。特に、高速道路の管理につきましては、景気の

動向等が交通動向や料金収入に与える影響を引き続き注視しつつ、お客さまを第一に考え、適

切かつ円滑な運用を図っていく必要があります。 

なかでも新型コロナウイルス感染症が全世界で感染拡大したことにより、経済に深刻な影響

が生じ、その先行きは極めて不透明な状況です。当社においても、その例外ではなく、外出自

粛の影響から交通量が大幅に減少していることにより料金収入及び道路休憩所事業における飲

食・物販店舗売上高が減少し、当連結会計年度は、会社設立以降初めて当期純損失を計上しま

した。 

このようなコロナ禍の状況下でも、高速道路は国民の生活に欠かせない物流を支え、経済活

動の安定確保に不可欠な社会基盤であることから、当社グループにおいては、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止に努めつつ、安全・安心・快適・便利な高速道路サービスをご提供

してまいりました。 

また、令和２年１２月の関越自動車道・集中降雪など、激甚化した広域的で同時多発的な異

常気象への対応、東京外かく環状道路（関越～東名）工事現場付近での地表面陥没という工事

中の重大事象に対する丁寧な対応、限られた財源の中での高速道路整備による暫定２車線区間

の解消等が求められております。 

当社グループは、令和元年に策定した「高速道路における安全・安心実施計画」の各施策の

着実な推進及び令和２年度が最終年度となる「中期経営計画（平成２９年度～令和２年度）」

の達成に向け、高速道路リニューアルプロジェクトの推進、災害時における地域や関係機関と

の危機管理体制の再整理や広報・情報提供オペレーションの確立など対応力・情報力の強化、

ミッシングリンク解消に向けた首都圏環状道路等の安全で確実な整備、東日本大震災から１０

年という節目を迎えた常磐自動車道の一部４車線化の完成、休憩施設のリニューアル等に取り

組んでまいりました。 

これらの取組みをより着実なものとするため、当社は、経営理念・ビジョンを共有するグル

ープ会社との一体経営を一層推進し、グループ全体の効率性・生産性の更なる向上に努めると

ともに、高速道路をこれまで以上に有効に活用し、その効果を最大限発揮させることで、地域

社会の発展と暮らしの向上、更には広く日本経済全体の活性化に貢献してまいります。 

なお、当社では、令和３年３月に、グループ経営方針の１つである「ＣＳＲ経営」につい

て、当社グループにとってより適正な経営管理体系上の表現とするべく、グループ経営方針を

一部見直しするとともに、１０～２０年程度先の長期の経営環境を見据えた「中期経営計画

（令和３年度～令和７年度）」を策定しました。この中期経営計画では今後５年間を、『ＳＤＧ

ｓ達成に貢献し、新たな未来社会に向け変革していく期間』と位置づけており、６つの基本方

針のもと、その達成に向け着実に各施策を実行してまいります。 

株主様におかれましては、今後とも当社グループの事業に対し、一層のご支援を賜りますよ

うお願いいたします。  
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（３）資金調達の状況 

 

当連結会計年度の道路建設等の資金に充てるため、次のとおり、総額３，７００億円の普通

社債を発行するとともに、金融機関から総額６００億円の借入を行い、総額４，３００億円を

調達いたしました。 

種 別 発行日又は借入日 発行額又は借入額 

東日本高速道路株式会社 

第６８回社債 
令和２年 ４月２４日 ２００億円 

東日本高速道路株式会社 

第６９回社債 
令和２年 ４月２４日 ７００億円 

東日本高速道路株式会社 

第７０回社債 
令和２年 ７月１７日 １００億円 

東日本高速道路株式会社 

第７１回社債 
令和２年 ７月１７日 ５００億円 

東日本高速道路株式会社 

第７２回社債 
令和２年 ７月１７日 ２００億円 

東日本高速道路株式会社 

第７３回社債 
令和２年 ７月１７日 ５００億円 

東日本高速道路株式会社 

第７４回社債 
令和２年１１月３０日 ２００億円 

東日本高速道路株式会社 

第７５回社債 
令和２年１１月３０日 ２００億円 

東日本高速道路株式会社 

第７６回社債 
令和２年１１月３０日 ５００億円 

東日本高速道路株式会社 

第７７回社債 
令和３年 １月２９日 ２００億円 

東日本高速道路株式会社 

第７８回社債 
令和３年 １月２９日 ４００億円 

長期借入金 令和２年 ８月１１日 ３００億円 

長期借入金 令和２年 ９月３０日 ３００億円 

合計  ４，３００億円 

上記のほか、高速道路機構から９億３百万円の無利子借入を、また財務省から８００億円の

財政融資資金借入を行いました。 

なお、道路建設等の事業資金に充てるために当社が負担している債務のうち、当連結会計年

度においては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１５条第１項の規定に基づ

き、高速道路機構に帰属した道路資産に対応する４,１００億円（社債債務３,２００億円及び

借入金債務９００億円。なお、借入金債務のうち１００億円は財政融資資金借入金）の債務が

高速道路機構に引き受けられました。 
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また、令和３年３月２４日開催の取締役会において、令和３年度における普通社債及び長期

借入金の調達限度額を５，４６９億円、短期社債及び短期借入金に係る残高の限度額を各７５

０億円とすることをそれぞれ決議いたしました。 

 

（４）設備投資の状況  

 

 ① 当連結会計年度中に完成した主要設備 

 

（高速道路事業） 

道央自動車道苫小牧中央料金所新設ほか２料金所の新設（全３料金所） 

道央自動車道苫小牧中央料金所ほか２９料金所におけるＥＴＣ設備の新設（全３０料金所） 

 

（道路休憩所事業） 

東北自動車道国見ＳＡ（上下線）の拡充 

 

② 当連結会計年度継続中の主要設備の新設・拡充 

 

（高速道路事業） 

東北自動車道平泉スマートＩＣ料金所ほか１料金所の新設（全２料金所） 

東北自動車道平泉スマートＩＣ料金所ほか２２料金所におけるＥＴＣ設備の新設（全２３料

金所） 

 

（道路休憩所事業） 

  東北自動車道佐野ＳＡ（下り線）の拡充 

 

 注）上記料金所には、スマートＩＣを含みます。 
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（５）財産及び損益の状況  

   

 ①企業集団の財産及び損益の状況 

区分 単位 
平成 29 年度 

第 13 期 

平成 30 年度 

第 14 期 

令和元年度 

第 15 期 

令和２年度 

第 16 期 
（当連結会計年度） 

営 業 収 益 

（売 上 高） 
百万円 1,056,448 1,943,102 1,264,304 1,194,698 

経 常 利 益 

又 は 損 失 
百万円 3,304 7,500 13,752 △2,533 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

又は純損失 

百万円 20,858 4,115 9,972 △9,751 

１株当たり 

当期純利益 

又は純損失 

円 198.65 39.19 94.97 △92.87 

総 資 産 百万円 1,850,988 1,247,410 1,287,936 1,355,022 

純 資 産 百万円 223,160 230,805 240,542 234,316 

自己資本比率 ％ 12.05 18.50 18.67 17.29 

１株当たり 

純資産 
円 2,125.33 2,198.15 2,290.88 2,231.58 

 

②当社の財産及び損益の状況 

区分 単位 
平成 29 年度 

第 13 期 

平成 30 年度 

第 14 期 

令和元年度 

第 15 期 

令和２年度 

第 16 期 
（当事業年度） 

営 業 収 益 

（売 上 高） 
百万円 1,022,811 1,908,519 1,230,879 1,173,515 

経 常 利 益 

又 は 損 失 
百万円 1,328 1,973 7,081 △4,299 

当期純利益 

又は純損失 
百万円 21,219 1,219 5,828 △5,665 

１株当たり 

当期純利益 

又は純損失 

円 202.09 11.61 55.50 △53.95 

総 資 産 百万円 1,805,456 1,195,257 1,232,623 1,301,808 

純 資 産 百万円 194,818 196,028 201,817 196,213 

自己資本比率 ％ 10.78 16.40 16.37 15.07 

１株当たり 

純資産 
円 1,855.41 1,866.93 1,922.07 1,868.69 
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（６）主要な事業内容 

 事業部門 主要な事業内容 

高速道路事業 
道路管理事業 

道路建設事業 

受託事業 道路受託事業 

道路休憩所事業 道路休憩所事業 

その他の事業 

駐車場事業 

トラックターミナル事業 

占用施設活用事業 

ホテル事業 

ウェブ事業 

コンサルティング事業 

海外事業 

カード事業 

 

（７）主要な営業所 

                           （令和３年３月３１日現在） 

①当社の主要な事業所 

 

・本社        （東京都千代田区） 

・支社 北海道支社   （札幌市）      【  ６管理事務所、１工事事務所】 

東北支社     （仙台市）      【１５管理事務所、２工事事務所】 

関東支社     （さいたま市）  【１４管理事務所、６工事事務所】 

新潟支社     （新潟市）      【  ４管理事務所、１工事事務所】 

・海外 インド事務所 （インド） 

注) 令和２年４月１日に新潟支社に１工事事務所を、令和２年７月１日に北海道支社に１工

事事務所を、それぞれ新設しました。 

注) 令和２年６月末に北海道支社の１工事事務所を、令和３年３月末に関東支社の１工事事

務所及び海外のインド事務所を、それぞれ閉鎖しました。 

 

②主要な子会社の本店所在地  

 

株式会社ネクスコ・トール東北（仙台市） 

株式会社ネクスコ・トール関東（東京都墨田区） 

株式会社ネクスコ・トール北関東（さいたま市） 

株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道（札幌市） 

株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北（仙台市） 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング（東京都荒川区） 
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株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟（新潟市） 

株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道（札幌市） 

株式会社ネクスコ・メンテナンス東北（仙台市） 

株式会社ネクスコ・メンテナンス関東（東京都千代田区） 

株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟（新潟県長岡市） 

株式会社ネクスコ・パトロール東北（仙台市） 

株式会社ネクスコ・パトロール関東（東京都文京区） 

株式会社ネクスコ・サポート北海道（札幌市） 

株式会社ネクスコ・サポート新潟（新潟市） 

株式会社ネクスコ東日本トラスティ（東京都港区） 

株式会社関東エリアクリーン（東京都千代田区） 

ネクセリア東日本株式会社（東京都港区） 

株式会社ネクスコ東日本リテイル（東京都港区） 

株式会社ネクスコ東日本エリアサポート（東京都港区） 

株式会社ネクスコ東日本ロジテム（千葉県習志野市） 

株式会社ネクセリア・シティフード（東京都港区） 

株式会社ネクスコ東日本イノベーション＆コミュニケーションズ（東京都港区） 

E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED（インド国ハリヤナ州） 

 

 

（８）従業員の状況 

                           （令和３年３月３１日現在） 

①企業集団の使用人の状況 

 

事業部門 従業員数 対前期比増減 

高速道路事業 
１４，０４６名 ２２６名増 

受託事業 

道路休憩所事業 
９４５名 １０４名減 

その他の事業 

共通部門 ３６９名 ８名増 

計 １５，３６０名 １３０名増 

 

②当社の使用人の状況 

 

  注）当社から社外への出向者を除き、社外からの出向者を含みます。 

  

従業員数 対前期比増減 平均年齢 平均勤続年数 

２，３９６名 ６１名増 ４１．３歳 １７．１年 
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（９）重要な子会社の状況            

（令和３年３月３１日現在） 

① 重要な子会社の状況 

名称 資本金 議決権比率 主要な事業内容 

株式会社ネクスコ・トール東北 90 百万円 100.0％ 料金収受業務 

株式会社ネクスコ・トール関東 90 百万円 100.0％ 料金収受業務 

株式会社ネクスコ・トール北関東 90 百万円 100.0％ 料金収受業務 

株式会社ネクスコ・エンジニアリ

ング北海道 
60 百万円 100.0％ 保全点検業務 

株式会社ネクスコ・エンジニアリ

ング東北 
90 百万円 100.0％ 保全点検業務 

株式会社ネクスコ東日本エンジニ

アリング 
90 百万円 100.0％ 保全点検業務 

株式会社ネクスコ・エンジニアリ

ング新潟 
40 百万円 100.0％ 保全点検業務 

株式会社ネクスコ・メンテナンス

北海道 
43 百万円 100.0％ 維持修繕業務 

株式会社ネクスコ・メンテナンス

東北 
99 百万円 100.0％ 維持修繕業務 

株式会社ネクスコ・メンテナンス

関東 
90 百万円 100.0％ 維持修繕業務 

株式会社ネクスコ・メンテナンス

新潟 
72 百万円 100.0％ 維持修繕業務 

株式会社ネクスコ・パトロール東

北 
60 百万円 100.0％ 交通管理業務 

株式会社ネクスコ・パトロール関

東 
90 百万円 100.0％ 交通管理業務 

株式会社ネクスコ・サポート北海

道 
40 百万円 100.0％ 

料金収受業務及び交通管理業

務 

株式会社ネクスコ・サポート新潟 40 百万円 100.0％ 
料金収受業務及び交通管理業

務 

株式会社ネクスコ東日本トラステ

ィ 
45 百万円 100.0％ 

用地の取得・管理及び社屋等管

理業務 

株式会社関東エリアクリーン 30 百万円 100.0％ 維持修繕業務 

ネクセリア東日本株式会社 15 億円 100.0％ 
ＳＡ・ＰＡ内商業施設の管理・

運営業務 

株式会社ネクスコ東日本リテイル 90 百万円 100.0％ ＳＡ・ＰＡ内直営店舗運営業務 
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株式会社ネクスコ東日本エリアサ

ポート 
90 百万円 100.0％ 

ＳＡ・ＰＡ内商業施設の管理点

検業務及びコンシェルジェ業

務 

株式会社ネクスコ東日本ロジテム 90 百万円 100.0％ 
ＳＡ・ＰＡ内店舗への配送等業

務 

株式会社ネクセリア・シティフー

ド 
60 百万円 100.0％ 飲食店舗運営業務 

株式会社ネクスコ東日本イノベー

ション＆コミュニケーションズ 
85 百万円 100.0％ 

ＳＭＨ関連技術や情報基盤高度

化技術の調査、研究、開発業務 

E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED 
49 百万  

ルピー 
100.0％ 

インドにおける高速道路分野

の技術支援業務 

注）株式会社関東エリアクリーンは、株式会社ネクスコ・メンテナンス関東の完全子会社（当

社の孫会社）であります。 

注）株式会社ネクセリア・シティフードは、ネクセリア東日本株式会社の完全子会社（当社

の孫会社）であります。 

注）株式会社ネクスコ東日本ロジテムは、株式会社ネクスコ東日本リテイルの完全子会社（当

社の孫会社）であります。 

注）株式会社ネクスコ東日本リテイルは、経営効率化を目的として、令和３年３月に資本金

９０百万円に減資しました。 
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② その他の重要な企業結合の状況 

 名称 資本金 議決権比率 主要な事業内容 

東京湾横断道路株式会社 900 億円 33.3％ 
東京湾アクアライン、海ほたる

ＰＡの管理・運営業務 

株式会社ＮＥＸＣＯシステムズ 50 百万円 33.3％ 
ＮＥＸＣＯ３社の基幹となる

システムの運用管理業務 

株式会社高速道路総合技術研究所 45 百万円 33.3％ 

ＮＥＸＣＯ３社の高速道路技

術に関する調査・研究・技術開

発業務 

ハイウェイ・トール・システム株

式会社 
75 百万円 30.0％ 料金収受機械保守整備業務 

株式会社ＮＥＸＣＯ保険サービス 15 百万円 33.3％ 

損害保険代理店業務、生命保険

募集業務、保険コンサルティン

グ業務 

東北高速道路ターミナル株式会社 
10 億 82 百

万円 
27.0％ 

仙台南トラックターミナル、郡

山トラックターミナルの管理・

運営業務 

日本高速道路インターナショナル

株式会社 
49 百万円 29.4％ 

海外の高速道路の新設・改築・

維持・修繕・管理に関する業務 

注）日本高速道路インターナショナル株式会社は、海外事業への投資を目的として、令和２

年４月に資本金９億６８百万円に増資しましたが、経営効率化を図るため、同時に資本金

４９百万円に減資しました。 

注）当社の日本高速道路インターナショナル株式会社に対する議決権比率は、令和２年４月

に当社の増資による株式取得により 28.6％から 29.4％となりました。 

 

（１０）主要な借入先の状況                   

                （令和３年３月３１日現在） 

借入先 借入金残高 

株式会社みずほ銀行 ６３億４２百万円 

株式会社三井住友銀行 ４０億２９百万円 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 ４０億２９百万円 

農林中央金庫 ３９億６３百万円 

信金中央金庫 ３５億８５百万円 

注）上記のクラブ型シンジケートローンによる借入金のほか、ジェネラル型シンジケートロ

ーンによる借入金（総額６００億円）、財政融資資金借入による借入金（総額７００億円）

等があります。  
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２．会社の株式に関する事項 

（令和３年３月３１日現在） 

（１）株式の状況 

 

① 発行可能株式総数  ４２０百万株 

② 発行済株式の総数  １０５百万株 

③ 株主数           １名 

④ １単元の株式数     １００株 

 

（２）株主の状況 

株主名 
当社への出資状況 当社の株主への出資状況 

持ち株数 議決権比率 持ち株数 議決権比率 

財務大臣 105,000,000 株 100.00％ － － 
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３．会社役員に関する事項  

 

（１）取締役及び監査役の状況  

（令和３年３月３１日現在） 

氏名 地位及び担当 重要な兼職の状況 

岡本 圀衞 取締役会長 

 

近鉄グループホールディングス株式会社 

社外取締役 

東急株式会社社外取締役 

小畠 徹 代表取締役社長 

ＣＥＯ（最高経営責任者） 

 

森 昌文 代表取締役兼専務執行役員 

建設事業本部長 

 

荒川 真 取締役兼専務執行役員 

総務・経理本部長 

 

 橋 知道 取締役兼常務執行役員 

管理事業本部長 

 

松  薫 取締役兼常務執行役員 

技術本部長 

 

大庭 繁美 取締役兼常務執行役員 

サービスエリア事業本部長 

 

小林 靖 取締役兼常務執行役員 

経営企画本部長 

 

布施 康 監査役（常勤）  

佐藤 宣之 監査役（常勤）  

尾﨑 道明 監査役（非常勤）  

注）令和２年６月２５日開催の第１５期定時株主総会において、以下のとおり決議されました。 

・森昌文氏、大庭繁美氏及び小林靖氏は新たに取締役に選任され、就任いたしました。 

・岡本圀衞氏、小畠徹氏、荒川真氏、 橋知道氏及び松 薫氏は再任され、就任いたしまし

た。 

 ・布施康氏及び佐藤宣之氏は新たに監査役に選任され、就任いたしました。 

注）当連結会計年度中に辞任により退任した役員は、次のとおりであります。 

 ・監査役     櫻井敬子氏（令和２年１２月３１日） 

  同氏の戸籍上の氏名は、橋本敬子であります。 

注）取締役岡本圀衞氏は、会社法第２条第１５号に規定する社外取締役であります。 

注）監査役は、全員、会社法第２条第１６号に規定する社外監査役であります。 

注）近鉄グループホールディングス株式会社及び東急株式会社と当社との間には、特別の利害

関係はありません。 

注）当社は、社外取締役である岡本圀衞氏並びに社外監査役である布施康氏、佐藤宣之氏及び
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尾﨑道明氏との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、

会社法第４２５条第１項に定める最低責任限度額をその責任の限度とする旨の契約を締結し

ております。 

  また、社外監査役櫻井敬子氏との間では、同氏が社外監査役を辞任により退任するまでの

間、同内容の責任限定契約を締結しております。 

※ 取締役岡本圀衞氏は、令和３年６月２９日付で東急株式会社社外取締役を退任する予定で

あります。 

 

（２）取締役及び監査役に支払った報酬等の額 

区分 人数 報酬等の額 

取締役 １１名 １６５百万円 

監査役 ６名  ４７百万円 

計 １７名 ２１３百万円 

注）上記支給人数には、第１５期定期株主総会において退任した取締役３名及び監査役２名並

びに当期中（令和２年１２月３１日）に退任した監査役１名をそれぞれ含んでおります。 

注）上記報酬等の額には、社外役員７名の報酬の総額５３百万円を含んでおります。 

注）上記報酬等の額には、慰労金として、退任取締役３名に支給した２１百万円及び退任監査

役１名に支給した２百万円をそれぞれ含んでおります。 

注）上記のほか、当連結会計年度において役員退職慰労引当金として１３百万円（退任した役

員分を含む。）を繰り入れております。 

注）平成１７年９月２１日開催の創立総会決議による取締役の報酬総額は年額２００百万円以

内、監査役の報酬総額は年額７０百万円以内です。 

  なお、取締役の員数は１０名以内、監査役の員数は４名以内と定款に定めております。 

注）当社は、取締役の個人別の報酬について、上記注記記載の創立総会で定めた年間報酬総額

の範囲内で配分することとしており、職責に応じた報酬額とすることを前提に、その決定権

限を取締役会から代表取締役社長小畠徹に委任しております。 
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（３）社外役員に関する事項  

 

① 各社外役員の主な活動状況 

 

Ⅰ 取締役 岡本 圀衞 

当連結会計年度における主な活動状況 

取締役会へは当該年度の在任期間中に開催された１３回全てに出席し、主に長年にわたる

企業経営の豊富な経験と実績を生かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取

締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保するという、

当社が社外取締役として期待する役割を果たすため、必要な発言を行っております。 

 

Ⅱ 監査役 布施 康 

当連結会計年度における主な活動状況 

取締役会へは就任後、当該年度に開催された１０回全てに出席し、監査役会へは同７回（他

に会社法第３９５条による報告３回）全てに出席し、主に、法令や定款の遵守並びに取締

役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保する見地から、

発言を行っております。また、常勤監査役として経営会議その他の重要会議に出席のほか、

支社、事務所、グループ会社の往査等を行い、会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、

取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査しております。また、代表取締

役との意見交換の場において、有益な意見具申をしております。 

 

Ⅲ 監査役 佐藤 宣之 

当連結会計年度における主な活動状況 

取締役会へは就任後、当該年度に開催された１０回全てに出席し、監査役会へは同７回（他

に会社法第３９５条による報告３回）全てに出席し、主に、法令や定款の遵守並びに取締

役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保する見地から、

発言を行っております。また、常勤監査役として経営会議その他の重要会議に出席のほか、

支社、事務所、グループ会社の往査等を行い、会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、

取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査しております。また、代表取締

役との意見交換の場において、有益な意見具申をしております。 

 

Ⅳ 監査役 尾﨑 道明 

当連結会計年度における主な活動状況 

取締役会へは当該年度に開催された１３回の中１２回に出席し、監査役会へは同１２回（他

に会社法第３９５条による報告３回）全てに出席し、主に、法令や定款の遵守並びに取締

役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保する見地から、

発言を行っております。また、監査役会において常勤監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、取締役の職務の

執行が適法、適切に行われているかを監査しております。また、代表取締役との意見交換
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の場において、有益な意見具申をしております。 

 

Ⅴ 監査役 櫻井 敬子 

当連結会計年度における主な活動状況 

取締役会へは当該年度の在任期間に開催された１０回の中８回に出席し、監査役会へは同

１１回中９回（他に会社法第３９５条による報告１回）に出席し、主に、法令や定款の遵

守並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保

する見地から、発言を行っております。また、監査役会において常勤監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、

取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査しております。また、代表取締

役との意見交換の場において、有益な意見具申をしております。  
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４．会計監査人の状況 

 

（１）会計監査人の名称  

 

ＥＹ新日本有限責任監査法人 

 

（２）当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額 

報酬等の額 ６７百万円 
当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利

益の合計額 
９９百万円 

注）表下段の額には、表上段の額を含んでおります。 

注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当連結会

計年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。 

注）当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を

踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠

等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第３９９条第１項の同意を

行っております。 

 

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針  

 

会計監査人が会社法第３４０条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、 監

査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。 

また、当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決

定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。 
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５．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容及びその運用状況の概要 

 

当社の業務の適正を確保するための体制及び当連結会計年度における当該体制の運用状況の

概要は、次のとおりであります。 

   

【１】業務の適正を確保するための体制 

 

① 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

取締役は、取締役会の意思決定に参画するとともに、取締役の職務を相互に監督し、法令に

定める「善管注意義務」及び「忠実義務」に則って適切に職務を行う。 

高い倫理観と社会的ルールの遵守のための行動指針として、倫理行動規範を定め、取締役は

これを率先して実践する。 

また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体などには、毅然として対

応し、一切の関係を遮断することとし、そのために必要な体制の整備を図る。 

 

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

    

職務の執行に係る文書その他の情報につき、社内規則を定め、適切に保存及び管理を行う。 

 

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

安全・安心を最優先に、事故・災害等の発生に備えて事故・災害等の予防、応急対策及び復

旧に関する規程等社内規則を定め、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えるとともに、老朽

化する高速道路の確実な維持管理に向けた取組を行う。 

また、リスクマネジメントに関する規程等社内規則を定め、事業執行上の各種のリスクにつ

いては、それぞれの担当部署において対策を講じるとともに、委員会等で適宜検証し、適切に

対応する体制を整えるほか、経営に与える影響の大きい最重要リスクのマネジメントについて

は、重要経営課題として位置付け、取り組むこととする。 

 

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

取締役会を毎月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、会社の重要な業

務執行に係る決議、報告を行うとともに、経営会議を設置し、全社的に影響を及ぼす重要事項

を十分に審議する。 

また、経営の監督機能と業務執行機能の明確な役割分担のもと、役員・執行役員間の全社的

な経営情報の共有を行う役員連絡会を設置し、取締役会の決議又は経営会議の審議に基づく代

表取締役の定めた方針に従い業務を執行する体制を確立するとともに、組織と職務権限・責任

に関する社内規則を定め、効率的執行を確保する。 

22



23 
 

 

⑤ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

当社が行う高速道路事業の高い公共性に鑑み、法令、定款、倫理行動規範、その他社内規則

及び社会通念等を遵守した職務の執行を確保するため、法令遵守活動に関する委員会を設置し、

コンプライアンス体制の推進を図ることにより、使用人が高い倫理観を保持し行動する環境を

整備する。 

また、内部監査の専属組織を設置し、継続的な監査を実施する。 

加えて、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体などには、毅然として

対応し、一切の関係を遮断することとし、そのために必要な体制の整備を図る。 

 

⑥ 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

１ 当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  

 

必要に応じて、子会社の職務執行状況について役員連絡会における報告を義務づけるほか、

子会社の経営管理に関する社内規則を定め、子会社の経営管理上重要な事項について、当社の

承諾等を行う体制を整える。 

 

２ 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

 

子会社において、リスクマネジメントに関する規程等社内規則を定めるなど、事業執行上の

各種のリスクについて適切に対応する体制を整える。 

 

３ 当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

 

グループ戦略会議を設置し、当社グループの事業戦略を推進かつ共有するほか、子会社に取

締役会を設置し適切に運営するなど、子会社の態様に応じ、効率的執行を確保する。 

 

４ 当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制  

 

子会社の取締役及び使用人が法令、定款、その他社内規則及び社会通念等を遵守するため、

当社グループ倫理行動規範を定めるほか、必要に応じて、子会社における内部統制体制につい

て指導・支援を行うことにより、子会社の取締役及び使用人が高い倫理観を保持し行動する環

境の整備に努めるとともに、子会社の内部監査を定期的に実施する。 

 

⑦ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項 

23



24 
 

 

監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当の専属組織を設置し、専属の使用人を配置する。 

 

⑧ 前条の使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の

実効性の確保に関する事項 

 

前条の使用人については業務執行部門との兼務を行わず、監査役の職務補助専任とするとと

もに、その人事異動については、監査役に協議することとする。 

 

⑨ 当社の監査役への報告に関する体制 

 

１ 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 

 

取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重

大な影響を及ぼす事項を速やかに報告するとともに、内部監査の実施状況、法令違反その他の

コンプライアンスに関する事実についての通報の状況を定期的に報告することとする。 

 

２ 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監

査役に報告をするための体制 

 

前項の体制に加え、必要に応じて、監査役と子会社の取締役及び監査役が情報共有する体制

を整える。 

 

⑩ 前条の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制  

 

通報に関する社内規則を定め、通報者に対する不利な取扱いを禁止する。 

 

⑪ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 

監査役が職務の執行に関する所要の費用等を請求するときは、当該費用等が監査役の職務の

執行に必要でないと認められる場合を除き、請求に応じる。 

 

⑫ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

監査役監査の有効性に資するよう、内部監査及び会計監査人による会計監査は、それぞれの

立場で、監査結果の意見交換等により監査役監査との連係に努めることとする。 

 

24



25 
 

【２】業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 

当社は、平成２８年１２月に設置した「内部統制委員会」を令和３年３月に開催し、内部統

制システムに関する基本方針の見直しに関する検討を行うとともに、基本方針の運用状況につ

いて評価などを行い、実効性のある内部統制システムの構築・運用に取り組んでおります。 

 

① 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

取締役は、取締役会の意思決定に参画し、取締役の職務を相互に監督し、法令に定める善管

注意義務及び忠実義務に則って適切に職務を行っている。 

また、取締役は、「ＮＥＸＣＯ東日本グループ倫理行動規範」を率先して実践している。 

さらに、地区ごとに警察等関係機関と「不当要求防止連絡協議会」を組織する等し、反社会

的勢力及び団体との一切の関係の排除に取り組んでいる。 

 

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

    

「取締役会規程」、「文書管理規程」等に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保

存及び管理している。 

 

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

「防災業務計画」や大規模災害発生時における事業継続計画等に基づき、事故・災害等の発

生について迅速かつ適切な対応ができる体制を整えているほか、経年劣化による構造物の老朽

化等に対応するため、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と共同で作成した

「東・中・西日本高速道路の更新計画」に基づき、大規模更新工事・大規模修繕工事等の更新

事業を適切かつ確実に進めている。 

また、「リスクマネジメント規程」に基づき、事業執行上の各種のリスクについてそれぞれの

担当部署において対策を講じるとともに、その内容についてリスク管理推進委員会で適宜検証

を行うことに加え、最重要リスクのマネジメントについて審議を行い、その結果を取締役会に

報告しているほか、労働安全衛生に関するリスクについては、労働安全衛生推進委員会におい

て各種取組の状況を共有する等している。 

 

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

当連結会計年度において取締役会を１３回（定時１２回、臨時１回）開催したほか、経営会

議を２１回、役員連絡会を６回開催し、経営の監督のほか、適正かつ効率的な職務執行に寄与

する意思決定、情報共有等を行っている。 

また、「組織規程」、「職務権限・責任規程」等に基づき、取締役会決議等に従った適正かつ効

率的な職務執行を可能とする体制を構築している。 

25



26 
 

 

⑤ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

コンプライアンスに関する審議の効率化・円滑化のため、コンプライアンス推進会議の機能

を社外の有識者を委員に含むコンプライアンス委員会に整理統合したうえで、年２回開催して

コンプライアンス推進活動計画等を審議し、これに従いコンプライアンス活動を推進すること

により、使用人が高い倫理観を保持し行動する環境を整えている。また、業務監査室による継

続的な内部監査を実施している。 

さらに、労働安全衛生推進委員会において各種取組の状況を共有等している。 

加えて、地区ごとに警察等関係機関と「不当要求防止連絡協議会」を組織する等し、反社会

的勢力及び団体との一切の関係の排除に取り組んでいる。 

 

⑥ 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

１ 当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  

 

役員連絡会において子会社の取締役から職務執行状況を報告させているほか、「グループ経営

規程」に基づき、子会社の経営管理上重要な事項につき当社にて承諾等を行う体制を構築して

いる。 

 

２ 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

 

当社が定める「リスクマネジメント規程」において、当社の子会社がリスクマネジメントの

実施、リスクマネジメントに関する社内規則の制定等を行うべき旨を定めることにより、各子

会社において当社と同内容のリスクマネジメントを実施する体制を整えている。 

また、各子会社は、当社の「リスクマネジメント規程」に従ったリスクマネジメントに関す

る社内規則を定め、これに従い、事業執行上の各種のリスクについて適切に対応できる体制を

整えている。 

 

３ 当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

 

グループ戦略会議を年２回開催し、当社グループの事業戦略を推進かつ共有している。 

また、各子会社は、取締役会のほかに、必要に応じて経営に関する重要事項を審議する会議

体を設置・運営している等、子会社の態様に適応した効率的な職務執行を可能とする体制を構

築している。 

 

４ 当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制  
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当社及び子会社のコンプライアンス推進責任者を集めた会議を年２回開催し、コンプライア

ンス推進に関する意見交換や情報を共有するほか、当社及び子会社の取締役及び使用人全員に

対してコンプライアンス情報を定期的に発信すること等により「ＮＥＸＣＯ東日本グループ倫

理行動規範」の遵守を徹底するとともに、必要の都度、子会社における内部統制体制について

指導・支援を行う等、子会社の取締役及び使用人が高い倫理観を保持し行動する環境を整備し

ている。 

また、当社業務監査室にて子会社の内部監査を定期的に実施している。 

 

⑦ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項 

 

監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当の専属組織として監査役会の直轄下に監査役室

を設置するとともに、同室に専属の使用人を配置している。 

 

⑧ 前条の使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の

実効性の確保に関する事項 

 

監査役室の専属の使用人については、業務執行部門との兼務を行わず、監査役の職務補助専

任としている。 

また、監査役室の専属の使用人の人事異動については、予め監査役に協議し、承諾を得たう

えで行っている。 

 

⑨ 当社の監査役への報告に関する体制 

 

１ 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 

 

取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大

な影響を及ぼす事項を確認した場合は速やかに報告しているほか、内部監査の実施状況、法令

違反その他のコンプライアンスに関する事実についての通報の状況を、監査役との意見交換等

を通じて定期的に報告している。 

 

２ 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監

査役に報告をするための体制 

 

子会社において法令違反その他のコンプライアンスに関する事象が発生した場合にあっては、

その都度子会社の取締役若しくは使用人又は当社の取締役若しくは使用人から必要な情報提供

を行っている。また、当社監査役による子会社ヒアリングにおいて子会社の取締役及び監査役

との意見交換等を通じて、必要な情報共有を行っている。 
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⑩ 前条の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制 

 

通報に関する社内規則において、通報者に対する不利な取扱いを明確に禁止している。 

 

⑪ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 

監査役からの職務の執行に関する所要の費用等の請求に対し、当該費用等が監査役の職務の

執行に必要でないと認められる場合を除き、支払いに応じている。 

 

⑫ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

業務監査室及び会計監査人は、それぞれの立場で実施した監査結果について監査役と意見交

換等を行って連携を図っており、監査役監査の有効性の向上に努めている。 
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Ⅰ 流動資産

現金及び預金 109,088

高速道路事業営業未収入金 128,849

未収入金 19,962

有価証券 44,997

仕掛道路資産 621,263

その他のたな卸資産 5,533

受託業務前払金 12,575

その他 65,129

貸倒引当金 △ 5

流動資産合計 1,007,395

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

建物 79,966

減価償却累計額 △ 32,129 47,836

構築物 65,058

減価償却累計額 △ 21,099 43,959

機械及び装置 161,366

減価償却累計額 △ 92,775 68,590

車両運搬具 56,875

減価償却累計額 △ 44,438 12,437

工具、器具及び備品 21,502

減価償却累計額 △ 13,943 7,559

土地 86,068

リース資産 10,242

減価償却累計額 △ 5,133 5,108

建設仮勘定 8,330

有形固定資産合計 279,891

２ 無形固定資産

無形固定資産 22,387

無形固定資産合計 22,387

３ 投資その他の資産

投資有価証券 34,356

長期前払費用 1,806

繰延税金資産 3,806

その他 3,969

貸倒引当金 △ 55

投資その他の資産合計 43,883

固定資産合計 346,162

Ⅲ 繰延資産

道路建設関係社債発行費 1,464

繰延資産合計 1,464

1,355,022

連　　結　　貸　　借　　対　　照　　表
令和3年3月31日現在

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　　額

資 産 の 部

資　産　合　計
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科　　　　　目 金　　　　　額

Ⅰ 流動負債

高速道路事業営業未払金 151,901

１年内返済予定の長期借入金 112

リース債務 1,653

未払金 46,117

未払法人税等 2,059

預り金 1,644

受託業務前受金 22,641

前受金 270

賞与引当金 6,895

その他 6,234

流動負債合計 239,529

Ⅱ 固定負債

道路建設関係社債 620,000

道路建設関係長期借入金 110,967

長期借入金 50,000

リース債務 4,019

ETCマイレージサービス引当金 8,371

その他引当金 699

退職給付に係る負債 71,821

のれん 2,115

その他 13,181

固定負債合計 881,176

1,120,706

Ⅰ 株主資本

資本金 52,500

資本剰余金 58,793

利益剰余金 133,168

株主資本合計 244,462

Ⅱ その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6

繰延ヘッジ損益 23

為替換算調整勘定 △ 3

退職給付に係る調整累計額 △ 10,172

その他の包括利益累計額合計 △ 10,146

234,316

1,355,022負 債 ・ 純 資 産 合 計

負 債 の 部

負　債　合　計

純 資 産 の 部

純　資　産　合　計
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（単位：百万円）

営業収益 1,194,698

営業費用

道路資産賃借料 480,937

高速道路等事業管理費及び売上原価 640,684

販売費及び一般管理費 78,977 1,200,599

営業損失 △ 5,901

営業外収益

受取利息 68

土地物件貸付料 488

持分法による投資利益 1,543

その他 1,470 3,571

営業外費用

支払利息 25

その他 179 204

経常損失 △ 2,533

特別利益

固定資産売却益 244

その他 7 252

特別損失

固定資産除却損 364

減損損失 95

その他 684 1,144

税金等調整前当期純損失 △ 3,426

法人税、住民税及び事業税 2,393

法人税等調整額 3,932 6,325

当期純損失 △ 9,751

親会社株主に帰属する当期純損失 △ 9,751

Ⅲ．

Ⅳ．

Ⅴ．

Ⅵ．

連　　結　　損　　益　　計　　算　　書
令和2年4月1日　から　令和3年3月31日　まで

科　　　　　目 金　　　　　額

Ⅰ.

Ⅱ.
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(単位：百万円)

52,500 58,793 142,920 254,214 △ 92 18 △ 5 △ 13,592 △ 13,672 240,542

親会社株主に帰属する当期純損失 △ 9,751 △ 9,751 △ 9,751

99 5 1 3,419 3,525 3,525

－ － △ 9,751 △ 9,751 99 5 1 3,419 3,525 △ 6,226

52,500 58,793 133,168 244,462 6 23 △ 3 △ 10,172 △ 10,146 234,316

連　　結　　株　　主　　資　　本　　等　　変　　動　　計　　算　　書

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

令和2年4月1日残高

　連結会計年度中の変動額

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

　連結会計年度中の変動額合計

令和3年3月31日残高

令和2年4月1日　から　令和3年3月31日　まで
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連  結  注  記  表 

 

 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 

一 連結の範囲に関する事項 

  すべての子会社を連結している。 

  連結子会社の数及び連結子会社の名称 

連結子会社の数  24 社 

    連結子会社の名称 

㈱ネクスコ・トール東北、㈱ネクスコ・トール関東、㈱ネクスコ・トール北関東、 

㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道、㈱ネクスコ・エンジニアリング東北、 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング、㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟、 

㈱ネクスコ・メンテナンス北海道、㈱ネクスコ・メンテナンス東北、 

㈱ネクスコ・メンテナンス関東、㈱ネクスコ・メンテナンス新潟、㈱ネクスコ・パトロール東北、 

㈱ネクスコ・パトロール関東、㈱ネクスコ・サポート北海道、㈱ネクスコ・サポート新潟、 

㈱ネクスコ東日本トラスティ、㈱関東エリアクリーン、 

ネクセリア東日本㈱、㈱ネクスコ東日本リテイル、㈱ネクスコ東日本エリアサポート、 

㈱ネクスコ東日本ロジテム、㈱ネクセリア・シティフード、 

㈱ネクスコ東日本イノベーション＆コミュニケーションズ、 

E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED 

 

 

 二 持分法の適用に関する事項 

   すべての関連会社に持分法を適用している。 

   持分法を適用した関連会社の数及び会社等の名称 

    持分法適用の関連会社数  ７社 

     会社等の名称 

東京湾横断道路㈱、㈱NEXCO システムズ、㈱高速道路総合技術研究所、 

ハイウェイ・トール・システム㈱、㈱NEXCO 保険サービス、東北高速道路ターミナル㈱、 

日本高速道路インターナショナル㈱ 
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三 会計処理基準に関する事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

        満期保有目的の債券 

           償却原価法（定額法）によっている。 

     その他有価証券 

      時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却 

原価は移動平均法により算定）によっている。 

      時価のないもの 

移動平均法による原価法によっている。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

     仕掛道路資産 

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によって

いる。 

なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算

した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却

工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としている。 

また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発

生したものは建設価額に算入している。 

        商品・原材料・貯蔵品等 

最終仕入原価法等による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

によっている。 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

①  有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。 

主な耐用年数は以下のとおりである。 

建物     ７～50 年 

構築物        10～60 年 

機械及び装置  ５～17 年 

なお、当社が日本道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐

用年数によっている。 

②  無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいている。 
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③  リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 

 

(3) 引当金の計上基準 

①  貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込額を計上している。 

②  賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上している。 

③  役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上している。 

④  ETC マイレージサービス引当金 

ETC マイレージサービス制度による無料走行に備えるため、当連結会計年度末におけるポイント発

行残高に対する将来の使用見込額を計上している。 

⑤  カードポイントサービス引当金 

カード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、カード会員に付与したポイントの使用によ

り発生する費用負担に備えるため、当連結会計年度末における将来の使用見込額を計上している。 

 

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

① 繰延資産の処理方法 

道路建設関係社債発行費 

社債の償還期限までの期間で均等償却している。 

② ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用している。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約 

ヘッジ対象：外貨建金銭債務 

ヘッジ方針 

一部の連結子会社は内規に基づき、為替変動リスクをヘッジしている。 

ヘッジ有効性評価の方法 

振当処理を採用している為替予約については、有効性の評価を省略している。 
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③ 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっている。 

過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）に

よる定額法により費用処理している。 

数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理している。 

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部に

おけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上している。 

④ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

している。また、外貨建有価証券（その他有価証券）は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は全部純資産直入法により処理している。 

在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計算して

いる。 

⑤ 収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

高速道路事業に係る道路資産完成高及び道路資産完成原価の計上は、高速道路事業等会計規則（平

成 17 年国土交通省令第 65 号）に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済

機構に引き渡した日に行っている。 

また、受託事業等に係る工事のうち、進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用し、その他の工事契約については工

事完成基準を適用している。 

なお、平成 21 年３月 31 日以前に着手した工事契約のうち、請負金額が 50 億円以上の長期工事

（工期２年超）については工事進行基準を適用している。 

⑥  消費税等の処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 
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⑦ 連結納税制度の適用 

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計

年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用す

る場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（企業会計基準委員会実務対応報告第５号 平

成 27 年１月 16 日）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その

２）」（企業会計基準委員会実務対応報告第７号 平成 27 年１月 16 日）に基づき、連結納税制度の適

用を前提とした会計処理を行っている。 

なお、当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）

において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税

制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効

果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号令和２年３月 31 日）第３項の取扱いにより、

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）第

44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づ

いている。 

 

 

２．表示方法の変更に関する注記 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号令和２年３月 31 日）を当連結会計年度

の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載している。 

 

 

３．会計上の見積りに関する注記 

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年

度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりである。  

繰延税金資産 3,806 百万円 

繰延税金資産の認識は、将来の中期経営計画等に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っており、

新型コロナウィルス感染症の影響については、令和 3年 4月以降徐々に回復するとの一定の仮定を置いて会計

上の見積りを行っている。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性が

あり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の計算書類において、

繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性がある。 
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４．連結貸借対照表に関する注記 

一 担保に供している資産及び担保に係る債務 

(1)   高速道路株式会社法（平成 16 年法律第 99 号）第８条の規定により、当社の総財産を、道路建設関

係社債 620,000 百万円（額面）及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16 年法律

第 100 号）第 15 条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した社債

873,984 百万円（額面）の担保に供している。 

 

 

二 保証債務 

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っている。 

(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法（平成 16 年法律第 102 号）第 16 条の規定により、独立行政法人

日本高速道路保有・債務返済機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が日本道路公

団から承継した借入金及び道路債券（国からの借入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

が承継した借入金及び国が保有している債券を除く。）に係る債務については、独立行政法人日本高速

道路保有・債務返済機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っ

ている。 

 

(独)日本高速道路保有・債務返済機構 431,000 百万円 

中日本高速道路㈱ 

西日本高速道路㈱ 

６百万円 

７百万円 

合   計 431,013 百万円 

 

(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16 年法律第 100 号）第 15 条の規定により、

高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日

本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額については、以下のとおり連帯して債務を負っている。 

 

  民営化以降、当社が発行した社債及び調達した借入金（財政融資資金借入金を除く）については、独

立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っている。 

 

(独)日本高速道路保有・債務返済機構 1,039,706 百万円 

  

なお、上記引き渡しにより、当連結会計年度で道路建設関係社債が 320,000 百万円（額面）、道路建

設関係長期借入金が 80,000 百万円それぞれ減少している。 
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三 その他のたな卸資産の内訳 

商品 244 百万円 

未成工事支出金 

原材料及び貯蔵品 

2,098 百万円 

3,190 百万円 

合   計 5,533 百万円 

 

 

 

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

当連結会計年度の末日における発行済株式の数 

普通株式  105,000,000 株 

 

 

６．金融商品に関する注記 

 一  金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧のうち、道路整備特別措置法（昭和 31 年法律

第７号）第 51条第２項ないし第４項の規定に基づき工事完了時等に独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構に帰属することとなる高速道路資産（以下「高速道路資産」という。）に係る建設資金

計画に照らし、金融機関借入及び社債発行により必要資金を調達している。また、短期的な運転資金

を短期社債及び金融機関からの借入により調達している。 

なお、一時的な余裕資金は、安全性の高い金融資産に限定し運用を行っている。 

 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当社においては、運転資金等をその使途とする短期の資金調達及び高速道路資産の建設等をその

使途とする長期の資金調達を行っている。 

長期の資金調達においては、固定金利による調達の比率を高め、その余を変動金利による調達と

し、金利変動リスクを最小限にとどめている。 

変動金利による調達については金利変動リスクがあるが、市中における金利環境及び調達した資

金の弁済までの期間を考慮のうえ、金利変動リスクを認識したものについて、条件決定時に金利スワ

ップ取引を行うことで当該リスクを回避している。外貨建による調達については為替変動リスクに

晒されるため、条件決定時に通貨スワップ取引を行うことで当該リスクを回避している。 

 

 

 

 

 

 

-12-39



(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

  ① 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

変動金利による長期借入金は、金利変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに管理しており、

金利スワップ取引を利用して特例処理を行うことがある。 

外貨建長期借入金及び外貨建社債は、金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されるため、個別の

案件ごとに管理しており、金利スワップ取引及び通貨スワップ取引を利用して特例処理、振当処理を

行っている。 

 

 ② デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、当社の社内規定に基づき、リスク回避目的以外のものを禁止しており、特例

処理、振当処理の要件を満たしている取引についてはそれぞれの処理を採用している。 

 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれている。当該価額の算定においては、一定の前提条件が織り込まれているため、異なる

前提条件等を採用することにより当該価額が変動する場合もある。 
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二  金融商品の時価等に関する事項 

   令和３年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであ

る。 

（単位：百万円）    

 連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

 (1) 現金及び預金 109,088 109,088  － 

 (2) 高速道路事業営業未収入金 128,849   

貸倒引当金(*1) △5   

 128,843 128,843  － 

(3) 未収入金 19,962 19,962 － 

(4) 有価証券及び投資有価証券 

①  満期保有目的の債券 45,088  45,089  1  

②  その他有価証券 260  260  － 

 (5) 高速道路事業営業未払金 (151,901) (151,901) － 

 (6) 未払金 (46,117) (46,117) － 

 (7) 道路建設関係社債 (620,000) (618,375) △1,625 

 (8) 道路建設関係長期借入金 (111,079) (110,142) △936 

(9) 長期借入金 (50,000) (49,932) △67 

(*1) 高速道路事業営業未収入金に対応する、一般貸倒引当金を控除している。 

(*)  負債に計上されているものについては、（ ）で示している。 

 

 

(注)１. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

 

(1) 現金及び預金、(2) 高速道路事業営業未収入金並びに（3）未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

いる。 

(4) 有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の相場によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関

から提示された価格によっている。 

(5) 高速道路事業営業未払金並びに(6) 未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

いる。 

(7) 道路建設関係社債 

社債の時価は市場価格によっている。 
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(8) 道路建設関係長期借入金並びに(9) 長期借入金 

長期借入金のうち、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿

価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっている。また、固定金利によるものは元

利金の合計を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引き算定する方法によっている。 

 

    

(注)２. 非上場株式等（連結貸借対照表 34,006 百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ

ーを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及

び投資有価証券」には含めていない。 

 

 

７．賃貸等不動産に関する注記 

 一  賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社及び一部の連結子会社では、賃貸収入を得ることを目的として、東京都その他の地域において、

賃貸用商業施設（土地を含む）等を有している。なお、これらの一部については、サービスの提供及び

経営管理として当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を

含む不動産としているものである。 

 

 二  賃貸等不動産の時価に関する事項 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 時価 

賃貸等不動産 4,082 4,082 

賃貸等不動産として使用される部

分を含む不動産 
88,838 87,168 

(注)１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で

ある。 

(注)２. 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額（指標等を用いて調

整を行ったものを含む）である。 

 

 

８．一株当たり情報に関する注記 

一株当たり純資産額  2,231.58 円 

一株当たり当期純損失金額  △92.87 円 
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Ⅰ 流動資産

現金及び預金 102,791

高速道路事業営業未収入金 128,853

未収入金 16,383

未収収益 2

リース投資資産 174

短期貸付金 7,978

有価証券 44,997

仕掛道路資産 624,488

原材料 557

貯蔵品 938

受託業務前払金 12,677

前払金 5,944

前払費用 843

その他の流動資産 55,290

貸倒引当金 △ 5

流動資産合計 1,001,915

Ⅱ 固定資産

A 高速道路事業固定資産

有形固定資産

建物 2,487

減価償却累計額 △ 1,172 1,314

構築物 54,180

減価償却累計額 △ 14,756 39,424

機械及び装置 156,556

減価償却累計額 △ 89,562 66,993

車両運搬具 50,466

減価償却累計額 △ 40,567 9,899

工具、器具及び備品 10,269

減価償却累計額 △ 6,311 3,957

土地 0

リース資産 137

減価償却累計額 △ 91 45

建設仮勘定 6,176 127,811

無形固定資産 10,610 138,422

B 関連事業固定資産

有形固定資産

建物 43,679

減価償却累計額 △ 19,362 24,316

構築物 9,639

減価償却累計額 △ 5,525 4,114

機械及び装置 4,858

減価償却累計額 △ 2,997 1,860

工具、器具及び備品 596

減価償却累計額 △ 433 162

土地 72,164

建設仮勘定 1,553 104,173

無形固定資産 41 104,214

貸　　借　　対　　照　　表

科　　　　　目

（単位：百万円）

金　　　　　額

令和３年３月31日現在

資 産 の 部
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科　　　　　目 金　　　　　額

C 各事業共用固定資産

有形固定資産

建物 14,491

減価償却累計額 △ 5,124 9,366

構築物 980

減価償却累計額 △ 565 414

機械及び装置 386

減価償却累計額 △ 159 226

車両運搬具 147

減価償却累計額 △ 13 133

工具、器具及び備品 2,299

減価償却累計額 △ 1,514 785

土地 11,315

リース資産 1,513

減価償却累計額 △ 925 588

建設仮勘定 293 23,126

無形固定資産 9,693 32,819

D その他の固定資産

有形固定資産

土地 105 105 105

E 投資その他の資産

関係会社株式 15,991

投資有価証券 307

長期貸付金 2,457

長期前払費用 1,726

その他の投資等 2,439

貸倒引当金 △ 55 22,866

固定資産合計 298,428

Ⅲ 繰延資産

道路建設関係社債発行費 1,464

繰延資産合計 1,464

1,301,808資　産　合　計
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科　　　　　目 金　　　　　額

Ⅰ 流動負債

高速道路事業営業未払金 180,248

１年以内返済予定長期借入金 112

リース債務 373

未払金 31,548

未払費用 739

未払法人税等 676

預り連絡料金 878

預り金 15,533

受託業務前受金 22,641

前受金 253

前受収益 9

賞与引当金 2,917

その他の流動負債 2,582

流動負債合計 258,515

Ⅱ 固定負債

道路建設関係社債 620,000

道路建設関係長期借入金 110,967

その他の長期借入金 50,000

リース債務 342

受入保証金 8,751

退職給付引当金 47,937

役員退職慰労引当金 26

ETCマイレージサービス引当金 8,371

カードポイントサービス引当金 556

資産除去債務 125

固定負債合計 847,079

1,105,594

Ⅰ 株主資本

資本金 52,500

資本剰余金

資本準備金 52,500

その他資本剰余金 6,293

資本剰余金合計 58,793

利益剰余金

その他利益剰余金

　跨道橋耐震対策積立金 13,483

  安全対策・サービス高度化積立金 25,895

  別途積立金 26,293

  繰越利益剰余金 19,253 84,925

利益剰余金合計 84,925

株主資本合計 196,219

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 5

評価・換算差額等合計 △ 5

196,213

1,301,808

負　債　合　計

純 資 産 の 部

純　資　産　合　計

負 債 の 部

負 債 ・ 純 資 産 合 計
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高速道路事業営業損益

1．営業収益

料金収入 714,404

道路資産完成高 405,811

受託業務収入 4

その他の売上高 1,473 1,121,694

2．営業費用

道路資産賃借料 480,937

道路資産完成原価 405,811

管理費用 240,535

受託業務費用 4 1,127,289

高速道路事業営業損失 △ 5,595

関連事業営業損益

1．営業収益

受託業務収入 43,172

休憩所等事業収入 6,956

その他の事業収入 1,692 51,821

2．営業費用

受託業務費用 43,206

休憩所等事業費 9,329

その他の事業費用 1,905 54,441

関連事業営業損失 △ 2,620

全事業営業損失 △ 8,215

営業外収益

受取利息 19

有価証券利息 61

受取配当金 2,796

土地物件貸付料 335

雑収入 815 4,028

営業外費用

支払利息 0

雑損失 111 112

経常損失 △ 4,299

特別損失

固定資産売却損 3

固定資産除却損 168

減損損失 95

その他特別損失 1,017 1,285

税引前当期純損失 △ 5,584

法人税、住民税及び事業税 91

法人税等調整額 △ 10 80

当期純損失 △ 5,665

Ⅱ.

（単位：百万円）

Ⅳ．

Ⅴ．

損　　益　　計　　算　　書
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

Ⅲ．

科　　　　　目 金　　　　　額

Ⅰ.
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（単位：百万円）

跨道橋
耐震対策
積立金

安全対策・
サービス高
度化積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

52,500 52,500 6,293 58,793 13,700 26,065 20,692 30,132 90,590 201,884 △ 66 △ 66 201,817

△ 216 216 - - -

△ 170 170 - - -

5,600 △ 5,600 - - -

当期純損失 △ 5,665 △ 5,665 △ 5,665 △ 5,665

60 60 60

- - - - △ 216 △ 170 5,600 △ 10,878 △ 5,665 △ 5,665 60 60 △ 5,604

52,500 52,500 6,293 58,793 13,483 25,895 26,293 19,253 84,925 196,219 △ 5 △ 5 196,213

別途積立金の積立

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

　事業年度中の変動額合計

　令和３年３月31日残高

安全対策・サービス高度化積
立金の取崩

資本剰余金 利益剰余金

　令和２年４月１日残高

　事業年度中の変動額

資本
準備金

跨道橋耐震対策積立金の取崩

利益剰余金
合計

その他
有価証券

評価
差額金

株　　主　　資　　本　　等　　変　　動　　計　　算　　書

令和２年４月１日　から　令和３年３月31日　まで

評価・換算
差額等
合計

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 株主資本合計その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金
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個  別  注  記  表 
 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

一 資産の評価基準及び評価方法 

 (1)  有価証券の評価基準及び評価方法 

     ① 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によっている。 

      ② 満期保有目的の債券 

           償却原価法（定額法）によっている。 

   ③ その他有価証券 

      時価のないもの 

       移動平均法による原価法によっている。 

 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

① 仕掛道路資産 

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

よっている。 

なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用

を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用

の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としている。 

また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日ま

でに発生したものは建設価額に算入している。 

    ② 原材料・貯蔵品 

最終仕入原価法等による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）によっている。 

 

二 固定資産の減価償却の方法 

（1） 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。 

主な耐用年数は以下のとおりである。 

建物     ７～50 年 

構築物        10～60 年 

            機械及び装置  ５～17 年 

なお、日本道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産

の耐用年数によっている。 

（2） 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づいている。 
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（3） リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 

 

三 引当金の計上基準 

（1） 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込額を計

上している。 

（2） 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。 

（3） 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上している。 

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりである。 

①  退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっている。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10 年）による定額法により費用処理している。 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理している。 

（4） 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上し

ている。 

（5） ETC マイレージサービス引当金 

ETC マイレージサービス制度による無料走行に備えるため、当事業年度末におけるポ

イント発行残高に対する将来の使用見込額を計上している。 

（6） カードポイントサービス引当金 

カード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、カード会員に付与したポイント

の使用により発生する費用負担に備えるため、当事業年度末における将来の使用見込額

を計上している。 
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四 収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

高速道路事業に係る道路資産完成高及び道路資産完成原価の計上は、高速道路事業等会

計規則（平成 17 年国土交通省令第 65 号）に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本高

速道路保有・債務返済機構に引き渡した日に行っている。 

また、受託事業に係る工事のうち、進捗部分について成果の確実性が認められる工事契

約については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用し、その他の工

事契約については工事完成基準を適用している。 

なお、平成 21 年３月 31 日以前に着手した工事契約のうち、請負金額が 50 億円以上の

長期工事（工期２年超）については工事進行基準を適用している。 

 

五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（1） 繰延資産の処理方法 

    道路建設関係社債発行費 

     社債の償還期限までの期間で均等償却している。 

（2） 退職給付に係る会計処理 

    退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法は、

連結計算書類における会計処理の方法と異なっている。 

（3） 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理している。また、外貨建有価証券（その他有価証券）は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は全部純資産直入法により処理している。 

（4） 消費税等の処理方法  

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 

（5） 連結納税制度の適用 

当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税

制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合

の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（企業会計基準委員会実務対応報告第

５号 平成 27 年１月 16 日）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する

当面の取扱い（その２）」（企業会計基準委員会実務対応報告第７号 平成 27 年１月 16

日）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っている。 

なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において

創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体

納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度へ

の移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 令和２年３月

31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及

び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。 
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２．表示方法の変更に関する注記 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 令和２年３月 31 日）を当

事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載

している。 

 

３．会計上の見積りに関する注記 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業

年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりである。 

繰延税金資産  － 百万円 

識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報については、「連結計算書類 連結注

記表 ３.会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と同一である。 

 

４．貸借対照表に関する注記 

一 担保に供している資産及び担保に係る債務 

高速道路株式会社法（平成 16 年法律第 99 号）第８条の規定により、当社の総財産を、

道路建設関係社債 620,000 百万円（額面）及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済

機構法（平成 16 年法律第 100 号）第 15 条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構に引き渡した社債 873,984 百万円（額面）の担保に供している。 

 

二 保証債務 

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っている。 

（1） 日本道路公団等民営化関係法施行法（平成 16 年法律第 102 号）第 16 条の規定により、

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速

道路株式会社が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券（国からの借入金、独立行

政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除

く。）に係る債務については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、中日本高速

道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っている。 

 

(独)日本高速道路保有・債務返済機構 431,000 百万円 

中日本高速道路㈱ ６百万円 

西日本高速道路㈱ ７百万円 

合    計 431,013 百万円 

 

（2） 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16 年法律第 100 号）第 15 条の

規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担

した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額については、以

下のとおり連帯して債務を負っている。 
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  民営化以降、当社が発行した社債及び調達した借入金（財政融資資金借入金を除く）に

ついては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っている。 

 

 

なお、上記引き渡しにより、当事業年度で道路建設関係社債が 320,000 百万円（額面）、

道路建設関係長期借入金が 80,000 百万円それぞれ減少している。 

 

三 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 8,999 百万円 

長期金銭債権 2,448 百万円 

短期金銭債務 53,422 百万円 

長期金銭債務 863 百万円 

 

５．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高  

営業取引による取引高  

営業収益 6,993 百万円 

営業費用 196,086 百万円 

営業取引以外の取引による取引高 6,125 百万円 

 

６．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度の末日における発行済株式の数 

普通株式  105,000,000 株 

  

(独)日本高速道路保有・債務返済機構 1,039,706 百万円 
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７．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

繰延税金資産  

賞与引当金 893 百万円 

退職給付引当金 14,678 百万円 

ETC マイレージサービス引当金 2,563 百万円 

その他 7,074 百万円 

繰延税金資産小計 25,209 百万円 

評価性引当額 △25,028 百万円 

繰延税金資産合計 181 百万円 

  

繰延税金負債  

 その他 △181 百万円 

繰延税金負債合計 △181 百万円 

繰延税金資産の純額 ─百万円 

 

８．道路資産賃借料に係る未経過リース料期末残高相当額 

１年内 481,625 百万円 

１年超 18,822,603 百万円 

合 計 19,304,229 百万円 

 

(注)１．  当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含

む協定について、おおむね５年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にそ

の変更を申し出ることができるとされている。ただし、道路資産の貸付料を含む協

定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第 17 条に規定する基準に適

合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれ

がある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができる

とされている。 

２．   道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に

相当する金額を加えた金額（加算基準額）を超えた場合、当該超過額（実績料金収

入－加算基準額）が加算されることとなっている。また、実績料金収入が、計画料

金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額（減算基準額）に足

りない場合、当該不足額（減算基準額－実績料金収入）が減算されることとなって

いる。 
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９．関連当事者との取引に関する注記 

 

一 親会社及び主要株主等                      （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 

議決権等

の所有(被

所有)割合 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

主要株主 
財務省 

(財務大臣) 

被所有 

直接 100% 

財政融資 

資金借入 

財政融資 

資金借入 
80,000 

道 路 建 設

関 係 長 期

借入金 

20,000 

そ の 他 の

長 期 借 入

金 

50,000 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)  借入利率は財政投融資資金貸付金利が適用されております。なお、担保は提供して

おりません。 

 

二 子会社及び関連会社等                      （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 

議決権等

の所有(被

所有)割合 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

子会社 
㈱ネクスコ・メン

テナンス関東 

所有 

直接 100% 

維持修繕業

務の委託等 

配当金の 

受入(注) 
414   

子会社 
㈱ネクスコ・メン

テナンス東北 

所有 

直接 100% 

維持修繕業

務の委託等 

配当金の 

受入(注) 
451   

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 子会社の株主総会の決議等をもって剰余金の配当が行われたものである。 
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三 兄弟会社等                          （単位：百万円） 

属性 
会社等 

の名称 

議決権等

の所有(被

所有)割合 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

主要株主が議

決権の過半数

を自己の計算

において所有

している会社

等 

独立行政法

人日本高速

道路保有・

債務返済機

構 

なし 

道路資産の

借受 

道路資産 

賃借料の 

支払 

480,937 

高速道路 

事業営業 

未払金 

51,111 

高速道路 

事業営業 

未収入金 

5,229 

道路資産及

び債務の引

渡等 

道路資産 

完成高 
405,811 

高速道路 

事業営業 

未収入金 

52,301 

債務の引渡 

及び債務保

証(注１) 

400,000   

借入金等の

連帯債務 

債務保証 

(注２) 
431,000   

債務保証 

(注３) 
639,706   

主要株主が議

決権の過半数

を自己の計算

において所有

している会社 

中日本高速

道路㈱ 
なし 

工事の受託

等 

受託業務前

受金の受入 
19,351 

受託業務

前受金 
7,461 

高速道路 

新設工事 

費用の支払 

23,073   

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１．  独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第 15 条の規定により、高速

道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務

を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡している。また、当

社は、引き渡した債務（財政融資資金借入金債務を除く）について独立行政法人

日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っている。なお、保証料は

受け取っていない。 

  ２．  日本道路公団等民営化関係法施行法第 16 条の規定により、独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式

会社が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券（国からの借入金、独立行

政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び国が保有してい

る債券を除く。）について、当社は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機

構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と連帯して債務を負

っている。なお、保証料は受け取っていない。 
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  ３．  独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第 15 条の規定により、高速

道路の新設、改築、修繕または災害復旧に要する費用に充てるために負担した債

務のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に前事業年度までに引

き渡した額（財政融資資金借入金債務を除く）について、当社は独立行政法人日

本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っている。なお、保証料は受

け取っていない。 

  ４．  取引金額には受託業務前受金の受入を除き消費税等は含まれておらず、期末残

高には消費税等が含まれている。 

 

10．一株当たり情報に関する注記 

一株当たり純資産額 1,868.69 円 

一株当たり当期純損失金額 △53.95 円 
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告 謄本 
独立監査人の監査報告書 

令和３年５月２８日 
東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 
ＥＹ新日本有限責任監査法人 
 

公認会計士 梅村 一彦  ㊞  
 

公認会計士 菅田 裕之  ㊞  
 

      公認会計士 秋山修一郎  ㊞  
 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、東日本高速道路株式会社の令和２年４月

１日から令和３年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、東日本高速道路株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る

期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独

立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結

計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。 
 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。 
 
連結計算書類の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か

ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能

性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込

まれる場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

指定有限責任社員 
業務執行社員 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

指定有限責任社員 
業務執行社員 
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意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関

連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重

要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確

実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内

容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ

適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して

責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。 
以  上  
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計算書類に係る会計監査人監査報告 謄本 
独立監査人の監査報告書 

令和３年５月２８日 
東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 
ＥＹ新日本有限責任監査法人 
 

公認会計士 梅村 一彦  ㊞  
 

公認会計士 菅田 裕之  ㊞  
 

      公認会計士 秋山修一郎  ㊞  
 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、東日本高速道路株式会社の令和２

年４月１日から令和３年３月３１日までの第１６期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）

について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。 
  
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書

類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含

まれる。 
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。 
 
計算書類等の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から

計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる

場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

指定有限責任社員 
業務執行社員 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

指定有限責任社員 
業務執行社員 
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対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連

する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要

な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、

並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 
以  上  
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監査役会の監査報告 謄本 

監 査 報 告 

当監査役会は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第16期事業年度の取締役の職務の執行に関して、

各監査役が作成した監査報告に基づき、審議の上、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。 

  

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

(1) 監査役会は、「令和2年度監査役会監査方針及び監査計画」、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求めました。 

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査役会監査方針及び監査計画、職務の

分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状

況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行

規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ

れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について

定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会

計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事

項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

 

2．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 

② 取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の監査結果 

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。また、当該会計監査人

の職務が適正に行われることを確保するための体制についても、指摘すべき事項は認められません。 

 

令和３年６月３日 

東日本高速道路株式会社 監査役会 

常勤監査役（社外監査役） 布 施  康  ㊞ 

常勤監査役（社外監査役） 佐 藤 宣 之 ㊞ 

監 査 役（社外監査役） 尾 﨑 道 明 ㊞ 
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